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令和 5年度守谷市通学区域審議会審議経過について 

１ 設置経緯 

本市は県南地区に位置し、旧日本住宅公団による宅地開発やつくばエクスプレス（TX）開業の 
影響で、昭和50年代から局地的な人口増加を経てきており、結果として市域約36㎢の中に過大 
規模校、適正規模校、小規模校が並立する状況となっている。 
特に近年は TX 守谷駅周辺の宅地開発に伴い、駅近辺にある黒内小学校が過大規模化したこと
から、早急な対策を講じるとともに、中長期的に市内小中学校を適正規模で推移させるための適
正規模・適正配置方針を策定するため、令和5年度に当該審議会を設置した。 

２ 諮問事項 

（１）過大規模校となっている黒内小学校の対応について 

     → 令和6年度実施可能対策・令和7年度以降実施対策 

（２）守谷市立小学校及び中学校の適正配置について 

３ 検討経緯 

  令和5年5月 守谷市通学区域審議会設置・第1回通学区域審議会（諮問） 

       8月 第2回通学区域審議会（令和6年度対策について答申） 

      10月 第3回通学区域審議会（令和7年度対策案審議） 

      12月 第4回通学区域審議会（令和7年度対策案審議） 

  令和6年1月  令和7年度対策案についての市民意見聴取 

          第5回通学区域審議会（令和7年度対策案内容調整審議） 

       2月 松並青葉地区事前説明会（17・18・23日） 

              3月  第6回通学区域審議会（令和7年度対策について答申） 

４ 令和6年度対策（令和5年8月答申・決定済） 

（１）過大規模校に関する就学校変更基準の見直し 

   ・黒内小学校区以外の学区からの、黒内小学校への就学校変更を制限 

   ・学年途中の転居の場合、黒内小学校への通学継続を学年末までに制限 

   ・黒内小学校から普通教室数に余裕のある学校への就学校変更を認める基準を新設 

（２）通学区域一部変更 

   ①（仮称）新守谷駅周辺土地区画整理事業予定地（黒内小学校→御所ケ丘小学校） 

➁ 中央四丁目共同住宅（黒内小学校→守谷小学校） 
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５ 令和7年度対策（令和6年3月答申・決定済） 

（１）過大規模校に関する就学校変更基準の運用継続 

   ＊過大規模校から他校への就学校変更を促すため、各校の情報発信を強化（学校動画の作成

及び発信・小学校説明会及び小学校施設見学会の実施） 

（２）スクールバス通学による特定地域選択制度の導入 

   ・対象地区：松並青葉地区（一丁目～四丁目） 

   ・対象学年：令和７年度新１年生（希望があれば他学年も可） 

   ・概  要：①松並青葉地区を特定地域（本来の就学校のほか他校を選択できる地域）に指

定（選択校：御所ケ丘小学校、郷州小学校） 

         ➁御所ケ丘又は郷州小学校を選択した児童対象のスクールバスを導入 

（３）通学区域の変更協議の継続 

    通学路の安全性や通学時間、地域性などを十分に考慮しながら、引き続き適正規模を目指

して地域と協議する。 

   ＊協議中地区：レクセルプラザ守谷、さつき台、大原、原本町 

（４）黒内小学校の教育活動支援策 

   ・特別教室及び余裕教室の確保 
学校敷地内へのプレハブ設置 

   ・運動スペースとして中央黒内公園を利用 

   ・登下校時の安全確保 
通学ルートの見直し等について、学校及びPTAと協議中 
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【参考】諮問書 
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【参考】第一次答申書 
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【参考】第二次答申書 
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